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当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続について 

当社は、株主の皆様共同の利益確保・向上のため、当社に対する濫用的な買収等を未然

に把握し、株主の皆様にその買収防衛の可否を判断いただくために、平成 19 年 7 月 13 日
開催の当社取締役会において大規模買付ルールを定め、平成 21 年 6 月 25 日開催の当社取

締役会において本ルールの継続を決議いたしましたが、本ルールの有効期間が本日開催さ

れた定時株主総会終結の時を以って終了したことを受け、新たに選任された取締役による

取締役会を本日開催し、前年同様に本ルールの継続を決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 
 

記 
 

当社株式の大規模買付ルール（買収防衛策） 
 

当社では委員会設置会社として社外取締役数が取締役会の過半数を占めるなどのコーポ

レートガバナンスを強化する施策を実施してまりました。 
今後も当社ではコーポレートガバナンスの強化を図ることを通じて、株主の皆様共同の

利益確保・向上に務める所存であります。 
こうした中、当社では特定株主グループの議決権割合を 20%以上とすることを目的とす

る当社株式の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上とな

る当社株式の買付行為（いずれも予め当社取締役会が同意したものを除く。以下、かかる

買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を為そうとする特定株主グループ

を「大規模買付者」という）が行われるに際しては、株主の皆様に対して十分な情報を提

供するとともに、当社のすべての社外取締役によって構成される企業価値諮問委員会（委

員長：中山かつお、以下「諮問委員会」という）が中立の立場で、現在の執行体制による

事業計画等と大規模買付者から提示される計画の双方に対して判断を提供することによっ

て、株主の皆様が大規模買付行為や当社による大規模買付行為への対抗措置に対して適切

な判断を下すことが株主共同の利益確保・向上に資するものとの観点から、大規模買付行



  

為を行うに際してのルール（以下「本ルール」という）について定めることといたします。 
なお、平成 22 年 6 月 24 日現在、特定の第三者から当社株式の大規模買付行為の提案

や通告の事実を認識はしておりません。また、平成 22 年３月 31 日現在の大株主の状況は

【参考】のとおりであります。 
また、本ルールにおいて当社は、大規模買付行為に対して新株予約権発行などの具体的

な対抗措置を発動できる状態を事前に設けるものではありません。実際に大規模買付行為

の実施または実施する通知があった後に、当社の議決権の数に変動をもたらすような対抗

措置が必要と諮問委員会が判断した段階になって初めて、そのような対抗措置を導入すべ

きかどうかを株主の皆様にご判断いただくルールとなっています。 
従って、株主の皆様には、そのような対抗措置の具体的な対象となる大規模買付者が判

明している段階でその導入の是非をご判断いただくこととなることから、定時株主総会等

において対象となる具体的な大規模買付者を想定せずに予め決議を行ういわゆる買収防衛

策の導入に比べて、株主の皆様がより主体的にかつより具体的に判断できる場が確保され、

公平かつ株主共同の利益確保・向上に資した制度であると考えております。 
 
１．本ルールの目的 

大規模買付行為を受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられ

るべき事項であると考えますが、そのためには買収提案に関する十分な情報やそれを評

価するために相応の時間が株主の皆様に提供されて然るべきであると考えます。 
そのためにも、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価および取得後の経営計画

が妥当かどうかを株主の皆様に適切にご判断いただくためには、大規模買付者および当

社取締役会の双方から、当社グループが営む事業の背景を踏まえた上で、今後の経営方

針、事業計画などの当社グループの将来の企業価値を形成すべき方針や施策について適

切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。 
また大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止し、場合に

よっては諮問委員会が株主の皆様の利益のために買収提案の改善を大規模買付者に要求

する、あるいは代替案を提示するためのルールが必要だと考えます。 
また、平成 22 年３月 31 日現在、当社役職員等により発行済株式総数の 19％以上が保

有されておりますが、当社は公開会社であり、株主の意思に基づく自由な売買が可能で

あることから、当社役職員等が各々の事情に基づき株式の譲渡その他の処分をすること

によって上記比率が低下する可能性があります。また、当社グループは次世代インター

ネット分野における No.1 グループとなることを中期的な経営戦略としており、その過程

において新株式の発行等、資本市場から資金調達を行った場合には各株主の持株比率は

希釈化される可能性もあり、現在の株主構成が大幅に変動する可能性があります。 
これらの事由を考慮すると、当社グループの企業価値または株主共同の利益を侵害す

るような大規模買付行為が行われる可能性も決して否定できない状況にあります。この



  

ため、当社ではこのような基本的な考え方のもとで、以下のとおり大規模買付行為を行

うに際してのルールを設定いたします。 
 

２．本ルールの内容 
（1）  大規模買付者は大規模買付行為を行う前に必ず当社取締役会宛に以下の内容を 

含んだ意向表明書とともに大規模買付者の商業登記簿謄本および定款の写し等、 
大規模買付者の存在を証明する書類等を添付して郵送にて提出するものとします。 
① 大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先 
② 大規模買付者が既に保有する当社株券等の数 
③ 大規模買付者が今後取得を予定する当社株券等の数 
④ 本ルールに従う旨の誓約 

（2）  当社は大規模買付者からの意向表明書を受領した日の翌日から 10 営業日以内 
に、大規模買付行為に対して株主の皆様および諮問委員会が判断を行うに十分な 
以下の内容を含んだ情報のリスト（以下「情報リスト」という）を大規模買付者 
に交付します。 
① 大規模買付者の概要（大規模買付者の事業内容、当社グループの事業と同種

の事業についての経験を含みます） 
② 大規模買付行為の目的および内容 
③ 当社株式の取得対価およびその算定根拠 
④ 買付資金の存在を根拠づける資料 
⑤ 当社の経営に参画後５年間に想定している経営方針、事業計画、財務計画、

資                            資本政策、配当政策、資産活用策等 
⑥ その他、当該大規模買付行為を判断するのに必要な情報 

大規模買付者は当社から情報リストを受領後、速やかに情報リストに従っ

て諮問委員会に対して情報を提供するものとし、当初に大規模買付者からの

提供された情報では情報リストが求める内容に不十分であると当社諮問委員

会が判断した場合には、大規模買付行為に対する判断を行うに十分な情報が

揃うまで大規模買付者に対して情報提供を求めることがあります。 
なお、本ルールに則った大規模買付者が現れた事実および諮問委員会に提

供された大規模買付行為に関する情報は、株主の皆様の判断のために必要で

あると認められる場合は、諮問委員会が適切と判断する時点で、その全部ま

たは一部を開示いたします。 
（3）  諮問委員会は、情報リストに基づく大規模買付行為に関する情報のすべてを受領 
   したと判断された時点で、その旨を大規模買付者に通知いたします。当該通知をし 
   た日の翌日から 60 日（買付の対価を円貨の現金のみとする公開買付による当社株

 



  

の買付の場合）または 90 日（その他の場合）以内の期間をもって、大規模買付行 
為を評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のために必要な期間（以下「諮 
問委員会検討期間」という）として確保できてしかるべきものと考えます。諮問委 
員会は諮問委員会検討期間内に独立の外部専門家（弁護士、公認会計士、フィナン 
シャル・アドバイザー、コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら、大 
規模買付行為に対する諮問委員会としての意見を慎重に取りまとめ、大規模買付者 
に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様へ開示いたします。 
なお、当社の本ルールを鑑み、大規模買付者による大規模買付行為は(3)における 

    諮問委員会としての意見を大規模買付者へ通知し、株主の皆様へ開示を行った以降 
       においてのみ開始するものとします。 
 
３．ルール 
（1） 大規模買付者が本ルールを遵守した場合 

大規模買付者が当社が設定した本ルールを遵守したうえで大規模買付行為を実施

する場合に当社取締役会は、当該大規模買付行為に対する反対意見を表明したり、

代替案を提案して株主の皆様を説得したり、その他の適法かつ相当な対応をとるこ

とがありますが、４に定める対抗措置をとりません。 
ただし、たとえ当社が設定した本ルールを遵守した大規模買付行為であった場合

でも、当該大規模買付行為が以下にあげるような企業価値・株主共同の利益の確保・

向上の原則に反する行為であると諮問委員会が判断した場合には、企業価値・株主

共同の利益を確保するために４に定める対抗措置をとる場合があります。 
① 真に当社の会社経営に参画する意思がないにもかかわらず、大規模買付行為を行い、

その株式について当社および当社関係者に対して高値買取りを要求する行為 
②  会社を一時的に支配して、会社の重要な資産等を廉価に取得する等会社の犠牲の

もとに買収者の利益を実現する経営を行うような行為 
③ 会社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用す 

る為 
④ 会社経営を一時的に支配して会社の事業に当面関係していない高額資産等を処分  

させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価

の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為 
⑤ 強圧的二段階買収（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の    

買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を

行うことをいう）など株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある行為 
（2） 大規模買付者が本ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が当社が設定した本ルールを遵守しない場合には、諮問委員会は企

業価値・株主共同の利益の確保を目的として、４に定める対抗措置をとることとし



  

ます。 
 
４．対抗措置 
本ルールにおける対抗措置としては、法令および当社定款上許容されるその他の手段を

想定しておりますが、その選択につきましては、大規模買付者以外の当社株主の皆様の経

済的ご負担や不利益を極力回避することを念頭におき、その緊急対応性、効果およびコス

ト等を総合的に勘案した上で、諮問委員会の協議によって決定され、その対抗措置が新株

式や新株予約権の発行などによる当社の議決権の数に変動を生じさせる可能性のある方法

の場合にはそのすべてを株主総会に諮り、株主の皆様のご判断をいただくほか、その他の

対抗措置をとる場合においても必要に応じて株主の皆様にご判断をいただく場合がありま

す。 
 
５．株主の皆様および投資家の皆様に与える影響 
（1） 本ルールが株主の皆様および投資家の皆様に与える影響等 

本ルールは、当社株主の皆様に対して、大規模買付行為に応じるか否かをご判断

いただくために必要かつ十分な情報や諮問委員会の意見を提供し、さらには、当社

株主の皆様が諮問委員会からの代替案の提示を受ける機会を保証することを目的と

しています。 
          また本ルールに従って大規模買付行為が行われるにもかかわらず、当社が対抗措 
         置を発動するのは、当社の企業価値・株主共同の利益が著しく損なわれると合理的 
         に判断される場合に限られます。従いまして、本方針の導入は当社株主の皆様およ 
         び投資家の皆様の共同の利益の確保に資するものであると考えております。 

なお、３において述べたとおり、大規模買付者が本ルールを遵守するか否かによ

り大規模買付行為に対する当社の対応が異なり得ますので、当社株主の皆様および

投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意くださいますようお

願いいたします。 
（2） 対抗措置発動時に株主の皆様および投資家の皆様に与える影響等 

当社の社外取締役の協議の結果、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確

保を目的として、法令および当社定款上許容される対抗措置を発動する場合につい

ては、当社の株主総会において株主の皆様にご判断いただく場合か否かにかかわら

ず当社株主の皆様（本ルールに違反した大規模買付者および３(1)において当社の企

業価値・株主共同の利益の確保に反する大規模買付行為であると当社の社外取締役

および社外監査役が判断した大規模買付者を除きます）が法的権利または経済的側

面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。諮問

委員会が具体的な対抗措置を発動することを決定した場合には、法令および証券取

引所規則に従って適時かつ適切な開示を行います。 



  

 
６．本ルールの見直しおよび有効期間 

本ルールは関係法令の整備等を踏まえ、当社取締役会において随時見直しを行い、

また、当社取締役会または株主総会の決議により、何時でも廃止することができるも

のとします。 
また、本ルールの有効期間は平成 23 年６月下旬開催予定の当社定時株主総会終結の

時までとし、当該定時株主総会において選任される取締役によって構成される取締役

会において再度設定の検討がなされることとします。 
以上 

【参考】 
平成 22 年３月 31 日現在の当社の大株主の状況 

株主氏名
所有株式数

（株）

発行済株式総数に
対する所有比率

（％）
西川潔 23,046 18.04
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事
業組合

11,000 8.61

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7,697 6.03
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 4,311 2.95
三木谷浩史 3,650 2.86
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LONDON A/C CAYMAN
CLIENTS

3,268 2.56

DEUTSHE BANK AG LONDON PB NON-TREATY CLIENTS 613 1,742 1.36
西川こずえ 1,550 1.21
資産管理サービス信託銀行株式会社 1,448 1.13
DEUTSHE BANK AG LONDON 610 1,425 1.12

 
※発行済株式総数 127,749 株 
※当社は自己株式を 3,771 株(発行済株式総数に対する割合 2.95％)保有しておりますが、

上記の大株主より除外しております。 
 
■本リリースに関するお問い合わせ 

ｎｇｉ ｇｒｏｕｐ株式会社 ＩＲ担当 Tel: 03-6427-9556   Email： ngi-ir@ngigroup.com 

 
以 上 


